
令 和 ３ 年 度 第 ２ 回 理 事 会 会 議 録 
理事会で報告したものとみなされた日   令和３年８月３１日 
理事会の報告したとみなされた事項の報告をした理事  専務理事 加藤寛章 
会議録の作成に係る職務を行った理事  専務理事 加藤寛章 

 
報告事項１ 第４１回九州ブロック大会大分県選手団について 

議⻑は、第４１回九州ブロック大会大分県選手団について別冊レジュメ（１ページから 
１０ページ）の通り報告を行ったところ、全員から質問や意見はなかった。 

 
報告事項２ 第４１回九州ブロック大会の成績について 

議⻑は、第４１回九州ブロック大会の成績について別冊レジュメ（１１ページから２２ペ
ージ）の通り報告を行ったところ、全員から質問や意見はなかった。 

 
報告事項３ 令和３年度事業報告について 

議⻑は、令和３年度事業報告について別冊レジュメ（２３ページから２４ページ）の通り
報告を行ったところ、全員から質問や意見はなかった。 

 
 報告事項４ 各種大会成績について 
議⻑は、各種大会成績について別冊レジュメ（２５ページから３１ページ）の通り報告を

行ったところ、全員から質問や意見はなかった。 
 

 報告事項５ 第７６回国⺠体育大会（三重県）の開催中⽌について 
議⻑は、第７６回国⺠体育大会（三重県）の開催中⽌にについて別冊レジュメ（３２ペー

ジから３４ページ）の通り報告を行ったところ、全員から質問や意見はなかった。 
 
 
 
  令和３年８月３１日、理事（加藤寛章）が理事の全員に対して上記理事会の報告事項に

ついて報告を行い、理事の全員から質問・意見はなかった。 
  上記のとおり、理事会の報告の省略を行ったので、理事会での報告があったものとみな

された事項を明確にするため、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第 197 条で
準用する第 96 条及び同法施行規則第 62 条で準用する第 15 条第 4 項第 1 号に基づき本議
事録を作成し、議事録作成理事が次に記名押印する。」に準じて、「会議録を作成し、会議
録作成理事が次に記名押印するものとする。 

 
    令和 ３ 年 ９ 月１０ 日  
 
       公益財団法人大分県スポーツ協会 
 
           議事録作成理事   加 藤 寛 章 


